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「犯罪被害財産」について 

 

犯罪被害財産とは、 

（１）財産に対する罪※ 

（２）刑法第二百二十五条の二第二項の罪に係る第三条の罪 

（３）同法第二百二十五条の二第二項若しくは第二百二十七条第四項後段の罪 

（４）別表第三十一号、第三十三号、第四十四号、第五十五号、第六十号、第六

十六号若しくは第六十八号に掲げる罪 

の犯罪行為によりその被害を受けた者から得た財産又は当該財産の保有若しくは

処分に基づき得た財産をいう（組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関す

る法律第十三条第二項）。 

 

※財産に対する罪に当たるのは、 

○ 刑法二百四十六条の罪又は同法第二百四十九条に係る第三条（組織的な詐

欺、組織的な恐喝）の罪 

○ 刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで（窃盗、不動産侵奪、強盗）、

第二百三十八条から第二百四十一条まで（事後強盗、昏酔強盗、強盗致死

傷、強盗強姦及び同致死）又は第二百四十三条（未遂罪）の罪 

○ 刑法二百四十六条から第二百五十条まで（詐欺、電子計算機使用詐欺、背

任、準詐欺、恐喝、未遂罪）の罪 

○ 盗犯等の防止及び処分に関する法律第二条から第四条まで（常習特殊強窃

盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等）の罪 

○ 会社法第九百六十条又は第九百六十一条（特別背任）の罪 

等である。 

 

参考資料２－２
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（参照条文） 

○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）

抄 

（組織的な殺人等） 

第三条 次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動（団体の意思決定に基づく行為であ

って、その効果又はこれによる利益が当該団体に帰属するものをいう。以下同じ。）として、

当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当

該各号に定める刑に処する。 

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百八十六条第一項（常習賭博）の罪 五年以下の

懲役 

二 刑法第百八十六条第二項（賭博場開張等図利）の罪 三月以上七年以下の懲役 

三 刑法第百九十九条（殺人）の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役 

四 刑法第二百二十条（逮捕及び監禁）の罪 三月以上十年以下の懲役 

五 刑法第二百二十三条第一項又は第二項 （強要）の罪 五年以下の懲役 

六 刑法第二百二十五条の二（身の代金目的略取等）の罪 無期又は五年以上の懲役 

七 刑法第二百三十三条（信用毀損及び業務妨害）の罪 六年以下の懲役又は五十万円以下

の罰金 

八 刑法第二百三十四条（威力業務妨害）の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 

九 刑法第二百四十六条（詐欺）の罪 一年以上の有期懲役 

十 刑法第二百四十九条（恐喝）の罪 一年以上の有期懲役 

十一 刑法第二百六十条 前段（建造物等損壊）の罪 七年以下の懲役 

２ 団体に不正権益（団体の威力に基づく一定の地域又は分野における支配力であって、当該

団体の構成員による犯罪その他の不正な行為により当該団体又はその構成員が継続的に利益

を得ることを容易にすべきものをいう。以下この項において同じ。）を得させ、又は団体の

不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で、前項各号（第一号、第二号及び第九号を除

く。）に掲げる罪を犯した者も、同項と同様とする。 

 

○刑法（明治四十年法律第四十五号）抄 

（身の代金目的略取等） 

第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗

じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲

役に処する。 

２ 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者

の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様

とする。 

 

（被略取者引渡し等） 

第二百二十七条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以
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上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又

は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求

する行為をしたときも、同様とする。 

 
（窃盗） 

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以

下の罰金に処する。 

 

（不動産侵奪） 

第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 

 

（強盗） 

第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上

の有期懲役に処する。 

２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様

とする。 

 

（事後強盗） 

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡

を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 

 

（昏酔強盗） 

第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 

 

（強盗致死傷） 

第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたと

きは死刑又は無期懲役に処する。 

 

（強盗強姦及び同致死） 

第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女

子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 

 

（未遂罪） 

第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十

一条までの罪の未遂は、罰する。 

 

（詐欺） 

第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 

２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様

とする。 
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（電子計算機使用詐欺） 

第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽

の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作

り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、

財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 

 

（背任） 

第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又

は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき

は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

 

（準詐欺） 

第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は

財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 

 

（恐喝） 

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 

２ 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様

とする。 

 

（未遂罪） 

第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 

 
◆組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号）

別表（第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係）（以下、

「別表」とする。） 
三十一 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十

五号）第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若

しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金

の受入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違

反行為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）

の罪 
○出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和二十九年法律第百九十五

号）抄 

（高金利の処罰） 

第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント（二月二十九日を含む一年について

は年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。）を超える

割合による利息（債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。）の契約をし

たときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割
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合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合にお

いて、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若し

くは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える

割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。 

３ 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合に

おいて、年百九・五パーセント（二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセント

とし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。）を超える割合による利息の契約を

したときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。そ

の貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、

同様とする。 

 

（その他の罰則） 

第八条 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、

第五条第一項若しくは第二項、第五条の二第一項又は第五条の三の規定に係る禁止を免れる

行為をした者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

２ いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、第

五条第三項の規定に係る禁止を免れる行為をした者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以

下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。 

一 第一条、第二条第一項、第三条又は第四条第一項若しくは第二項の規定に違反した者 

二 いかなる名義をもつてするかを問わず、また、いかなる方法をもつてするかを問わず、

前号に掲げる規定に係る禁止を免れる行為をした者 

４ （略） 

 

（注）組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六

号）抄 

附 則 （平成一八年法律第一一五号）抄 

（組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置） 

第二十九条 （略） 

２ 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正す

る法律の施行の日が附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（以下「第二号施行日」とい

う。）後である場合における第二号施行日から同法の施行の日又は第四号施行日のいずれか

早い日の前日までの間の組織的犯罪処罰法別表第三十一号の規定の適用については、同号中

「第五条第一項（高金利）若しくは第二項（業として行う高金利）の罪、同法第一条若しく

は第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号（元本を保証して行う出資金の受

入れ等）の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行

為に係る同法第八条第一項第二号（元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為）」と

あるのは、「第五条第一項から第三項まで（高金利、業として行う高金利、業として行う著
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しい高金利）若しくは第八条第一項（高金利及び業として行う高金利の脱法行為）若しくは

第二項（業として行う著しい高金利の脱法行為）の罪又は同法第一条若しくは第二条第一項

の違反行為に係る同法第八条第三項（元本を保証して行う出資金の受入れ等）」とする。こ

の場合においては、貸金業の規制等に関する法律及び出資の受入れ、預り金及び金利等の取

締りに関する法律の一部を改正する法律（平成十五年法律第百三十六号）附則第九条の規定

は、適用しない。 

 

◆別表 

三十三 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第

二十九条（不正の手段による補助金等の受交付等）の罪 
○補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）抄 

第二十九条 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若

しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併

科する。 

２ 前項の場合において、情を知つて交付又は融通をした者も、また同項と同様とする。 

 

◆別表 
四十四 人質による強要行為等の処罰に関する法律（昭和五十三年法律第四十八号）第一条か

ら第四条まで（人質による強要等、加重人質強要、人質殺害）の罪 
○人質による強要行為等の処罰に関する法律（昭和五十三年法律第四十八号）抄 

（人質による強要等） 

第一条 人を逮捕し、又は監禁し、これを人質にして、第三者に対し、義務のない行為をする

こと又は権利を行わないことを要求した者は、六月以上十年以下の懲役に処する。 

２ 第三者に対して義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求するための人質

にする目的で、人を逮捕し、又は監禁した者も、前項と同様とする。 

３ 前項の未遂罪は、罰する。 

 

（加重人質強要） 

第二条 二人以上共同して、かつ、凶器を示して人を逮捕し、又は監禁した者が、これを人質

にして、第三者に対し、義務のない行為をすること又は権利を行わないことを要求したとき

は、無期又は五年以上の懲役に処する。 

 

第三条 航空機の強取等の処罰に関する法律（昭和四十五年法律第六十八号）第一条第一項の

罪を犯した者が、当該航空機内にある者を人質にして、第三者に対し、義務のない行為をす

ること又は権利を行わないことを要求したときは、無期又は十年以上の懲役に処する。 

 

（人質殺害） 

第四条 第二条又は前条の罪を犯した者が、人質にされている者を殺したときは、死刑又は無

期懲役に処する。 

２ 前項の未遂罪は、罰する。 
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◆別表 

五十五 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）第五百四十

九条（詐欺更生）の罪 

○金融機関等の更生手続の特例等に関する法律（平成八年法律第九十五号）抄 

（詐欺更生罪） 

第五百四十九条 第四条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、協同組織

金融機関に係る担保権者（協同組織金融機関の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又

は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。）

又は組合員等を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、協同組織金

融機関について第三十一条において準用する会社更生法第四十一条第一項 に規定する更生

手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又は

これを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第三十一条にお

いて準用する会社更生法第四十一条第一項 に規定する更生手続開始の決定が確定したとき

は、同様とする。 

一 協同組織金融機関の財産を隠匿し、又は損壊する行為 

二 協同組織金融機関の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 

三 協同組織金融機関の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 

四 協同組織金融機関の財産を債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等

の不利益に処分し、又は債権者、協同組織金融機関に係る担保権者若しくは組合員等に不

利益な債務を協同組織金融機関が負担する行為 

２ 前項に規定するもののほか、協同組織金融機関について第三十一条において準用する会社

更生法第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第二十二条第二項に規

定する保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、協同組織金融機関に係る担

保権者又は組合員等を害する目的で、第四条第一項に規定する更生手続における管財人の承

諾その他の正当な理由がなく、その協同組織金融機関の財産を取得し、又は第三者に取得さ

せた者も、前項と同様とする。 

３ 第百六十九条第一項に規定する更生手続の開始の前後を問わず、債権者、相互会社に係る

担保権者（相互会社の財産につき特別の先取特権、質権、抵当権又は商法 若しくは会社法

の規定による留置権を有する者をいう。以下この章において同じ。）又は社員を害する目的

で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者も、相互会社について第百九十六条におい

て準用する会社更生法第四十一条第一項 に規定する更生手続開始の決定が確定したときは、

第一項と同様とする。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、第百九十六

条において準用する会社更生法第四十一条第一項 に規定する更生手続開始の決定が確定し

たときは、同様とする。 

一 相互会社の財産を隠匿し、又は損壊する行為 

二 相互会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 

三 相互会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 

四 相互会社の財産を債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員の不利益に処分し、又

は債権者、相互会社に係る担保権者若しくは社員に不利益な債務を相互会社が負担する行

為 
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４ 前項に規定するもののほか、相互会社について第百九十六条において準用する会社更生法

第四十一条第一項に規定する更生手続開始の決定がされ、又は第百八十七条第二項に規定す

る保全管理命令が発せられたことを認識しながら、債権者、相互会社に係る担保権者又は社

員を害する目的で、第百六十九条第一項に規定する更生手続における管財人の承諾その他の

正当な理由がなく、その相互会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、第一項と

同様とする。 

 

◆別表 

六十 民事再生法（平成十一年法律第二百二十五号）第二百五十五条（詐欺再生）の罪 

○民事再生法（平成十一年十二月二十二日法律第二百二十五号）抄 

（詐欺再生罪） 

第二百五十五条 再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれか

に該当する行為をした者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、十年以

下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲

げる行為の相手方となった者も、再生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 

一 債務者の財産を隠匿し、又は損壊する行為 

二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 

三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 

四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担す

る行為 

２ 前項に規定するもののほか、債務者について管理命令又は保全管理命令が発せられたこと

を認識しながら、債権者を害する目的で、管財人の承諾その他の正当な理由がなく、その債

務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様とする。 

 

◆別表 

六十六 会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）第二百六十六条（詐欺更生）の罪 

○会社更生法（平成十四年法律第百五十四号）抄 

（詐欺更生罪） 

第二百六十六条 更生手続開始の前後を問わず、債権者、担保権者（株式会社の財産につき特

別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権を有する者をいう。

以下この章において同じ。）又は株主を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為

をした者は、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若し

くは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相

手方となった者も、更生手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 

一 株式会社の財産を隠匿し、又は損壊する行為 

二 株式会社の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 

三 株式会社の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 

四 株式会社の財産を債権者、担保権者若しくは株主の不利益に処分し、又は債権者、担保

権者若しくは株主に不利益な債務を株式会社が負担する行為 

２ 前項に規定するもののほか、株式会社について更生手続開始の決定がされ、又は保全管理
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命令が発せられたことを認識しながら、債権者、担保権者又は株主を害する目的で、管財人

の承諾その他の正当な理由がなく、その株式会社の財産を取得し、又は第三者に取得させた

者も、同項と同様とする。 

 

◆別表 
六十八 破産法（平成十六年法律第七十五号）第二百六十五条（詐欺破産）の罪 
○破産法（平成十六年六月二日法律第七十五号） 
（詐欺破産罪） 

第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれか

に該当する行為をした者は、債務者（相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産

にあっては信託財産。次項において同じ。）について破産手続開始の決定が確定したときは、

十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四

号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。 

一 債務者の財産（相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあ

っては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。）を隠匿し、又は損壊する行為 

二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為 

三 債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為 

四 債務者の財産を債権者の不利益に処分し、又は債権者に不利益な債務を債務者が負担す

る行為 

２ 前項に規定するもののほか、債務者について破産手続開始の決定がされ、又は保全管理命

令が発せられたことを認識しながら、債権者を害する目的で、破産管財人の承諾その他の正

当な理由がなく、その債務者の財産を取得し、又は第三者に取得させた者も、同項と同様と

する。 

 

○盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律（昭和五年法律第九号）抄 

第二条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十

八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ竊盗ヲ以テ論ズベキトキハ

三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス 

一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ 

二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ 

三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦

船ニ侵入シテ犯シタルトキ 

四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ 

 

第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法 各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行

為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ

執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル 

 

第四条 常習トシテ刑法第二百四十条前段ノ罪若ハ第二百四十一条前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ

犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス 
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○会社法（平成十七年法律第八十六号）抄 

（取締役等の特別背任罪） 

第九百六十条 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加え

る目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以

下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

一 発起人 

二 設立時取締役又は設立時監査役 

三 取締役、会計参与、監査役又は執行役 

四 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役又は執行

役の職務を代行する者 

五 第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項（第四百三条第三

項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。）の規定により選任された一時

取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役又は代表執行役の職務を行うべき

者 

六 支配人 

七 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人 

八 検査役 

２ 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は清算株式会社に損害を加える目的

で、その任務に背く行為をし、当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、前項と同

様とする。 

一 清算株式会社の清算人 

二 民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の

職務を代行する者 

三 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六

項において準用する第三百五十一条第二項の規定により選任された一時清算人又は代表清

算人の職務を行うべき者 

四 清算人代理 

五 監督委員 

六 調査委員 

 

（代表社債権者等の特別背任罪） 

第九百六十一条 代表社債権者又は決議執行者（第七百三十七条第二項に規定する決議執行者

をいう。以下同じ。）が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目

的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役

若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 


